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開会 

第１  会議録署名委員の指名 

第２  会期の決定 

第３  前回会議録の承認（令和元年第８回定例会） 

第４  教育長の報告 

第５  議案第１号  臨時代理の承認を求めることについて（消費税率及び地方消 

費税率の引上げ率等に伴う関係条例の整備に関する条例の制 

定について（第１条、第５条、第９条及び第１０条）） 

第６  議案第２号  五所川原市体育施設設置条例施行規則の一部を改正する規則 

の制定について 

第７  議案第３号  令和２年度五所川原市学校教育指導の方針と重点について 

第８  議案第４号  五所川原市文化財保護審議会委員の委嘱について 

第９  議案第５号  五所川原市教育委員会スポーツ顕彰受賞者の決定について 

第１０ 議案第６号  五所川原市教育委員会文化顕彰受賞者の決定について 
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議案第１号 

 

 

   臨時代理の承認を求めることについて 

 

 

 下記事件について、五所川原市教育委員会教育長に対する事務委任規則第６条第１項の

規定により次のとおり臨時代理し同意したので、同条第２項の規定により報告し、その承

認を求める。 

 

 

 

 令和２年１月２４日提出 

 

 

五所川原市教育委員会教育長  長 尾 孝 紀 

 

 

記 

 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

（第１条、第５条、第９条及び第１０条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

消費税率及び地方消費税率の引上げ等に伴い、使用料及び利用料金の上限を改めるほか

所要の事項を改めるために提案する条例案に同意したので、これを報告し、その承認を求

めるものである。 
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議案第  号 

 

 

   消費税率及び地方消費税率の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて 

 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例を次のとおり

制定する。 

 

 

  令和元年１１月２８日提出 

 

 

五所川原市長  佐々木 孝 昌   
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   消費税率及び地方消費税率の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例 

（五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例の一部改正） 

第１条 五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例（平成１７年五所川原市条例第９１

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「保管し、」の次に「及び」を、「供し」の次に「、並びに文化的催し等の用

に供する施設の設置、管理及び使用等に関し必要な事項を定め」を加える。 

第５条第１項中「記念館の入館料は、別表第１のとおりとする」を「記念館を観覧し

ようとする者は、別表第１に定める入館料を支払わなければならない」に改める。 

第１２条を第１７条とし、第１１条を第１６条とする。 

第１０条第１項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第１号中「施設使用」

を「入館及び使用」に改め、同項第２号中「許可を拒み」を「利用を拒み」に改め、「若

しくは」を削り、「中止」の次に「若しくは利用の停止」を加え、同項第４号中「収受す

る」を「収受し及び還付する」に改め、同条を第１５条とする。  

第９条第２項中「記念館の」の次に「入館及び」を加え、同条第３項中「別表第２」

を「別表第３」に改め、同条に次の１項を加える。  

６ 第５条から前条までの規定は、第１項の記念館の管理を指定管理者に行わせる場合

及び利用料金について準用する。この場合において、第５条第２項、第６条、第７条

第２項、第８条、第１０条及び第１２条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」

と、第９条中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、市長が」と読み替えるものとす

る。  

第９条を第１４条とする。  

第８条の見出し中「の拒否等」を「及び使用の制限」に改め、同条に次の１項を加え

る。  

２ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、使用を拒み、又

は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。  

（１）公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。  

（２）記念館の施設を損傷するおそれがあるとき。  

（３）使用の目的が第４条に規定する事業と合致しないとき。  

（４）虚偽の申請をし、又は不正の手段によって許可を得たとき。  

（５）前各号に掲げるもののほか、記念館の管理運営上支障があると認められるとき。 

第８条を第１０条とし、同条の次に次の３条を加える。  

（権利譲渡等の禁止）  

第１１条 第６条第１項の使用の許可を得た者（以下「使用者」という。）は、その権利

を他に譲渡し、又は転貸してはならない。  

（特別の設備等）  

第１２条 使用者は、施設の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は器具

若しくは備品等を搬入しようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。 

（原状回復義務）  

第１３条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用を停止されたときは、直ちに

現状に復さなければならない。  

第７条の見出し中「入館料」を「入館料等」に改め、同条中「認められる」を「認め

る」に、「入館料」を「入館料等」に改め、同条を第９条とする。  
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第６条の見出し中「入館料」を「入館料等」に改め、同条中「入館料」の次に「及び

使用料（以下「入館料等」という。）」を加え、同条ただし書中「場合は、」の次に「入館

料等の全部又は一部を」を加え、同条を第８条とし、第５条の次に次の２条を加える。 

（使用の許可）  

第６条 別表第２に掲げる記念館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員

会の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様

とする。  

２ 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、記念館の管理運営上必要な条件

を付すことができる。  

（使用料）  

第７条 記念館の施設の使用料は、別表第２のとおりとする。  

２ 前項に規定する使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理

由があると認めるときはこの限りではない。 

別表第１備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第５条関係） 

入館料 

区分 
単独券 共通券 

個人 団体 年間入館料 個人 団体 年間入館料 

一般 600円 

 

500円 

 

2,000円 

 

1,000円 

（500円） 

900円 

（450円） 

3,000円 

（1,500円） 

高校・大学生 400円 

 

300円 

 

1,300円 

 

600円 

（300円） 

500円 

（250円） 

1,800円 

（900円） 

小・中学生 250円 

 

200円 

 

800円 

 

400円 

（200円） 

300円 

（150円） 

1,200円 

（600円） 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第６条、第７条関係） 

施設使用料 

区分 
使用料 

使用時間 
非営利 営利 

米蔵 1,300円 2,600円 午前９時から正午まで 

 1,800円 3,600円 午後１時から午後５時まで 

 2,700円 5,400円 午後６時から午後 10時まで 

 5,800円 11,600円 午前９時から午後 10時まで 

１階座敷 3,600円 7,200円 午後６時から午後 10時まで 

別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第１４条関係） 

１ 入館料 

区分 
単独券 共通券 

個人 団体 年間入館料 個人 団体 年間入館料 

一般 600円以内 500円以内 2,000円以

内 

1,000円以

内 

900円以内 3,000円以

内 



- 5 - 

 

高校・大学生 400円以内 300円以内 1,300円以

内 

600円以内 500円以内 1,800円以

内 

小・中学生 250円以内 200円以内 800円以内 400円以内 300円以内 1,200円以

内 

備考 

１ 単独券とは記念館だけに使用する券、共通券とは三味線会館と記念館の両方に

使用する券をいう。 

２ 団体とは、２０人以上で構成され責任者の引率する集団をいう。 

２ 施設利用料金 

区分 
利用料金 

利用時間 
非営利 営利 

米蔵 1,300円以内 2,600円以内 午前９時から正午まで 

 1,800円以内 3,600円以内 午後１時から午後５時まで 

 2,700円以内 5,400円以内 午後６時から午後 10時まで 

 5,800円以内 11,600円以内 午前９時から午後 10時まで 

１階座敷 3,600円以内 7,200円以内 午後６時から午後 10時まで 

 （五所川原市市浦地域活性化センター設置条例の一部改正） 

第２条 五所川原市市浦地域活性化センター設置条例（平成１７年五所川原市条例第１０

３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１交流コーナーの項中「３００円」を「３１０円」に、「６００円」を「６３０

円」に改める。 

別表第２区分の部利用料の項中「利用料」を「利用料金」に改め、同表交流コーナー

の項中「３００円」を「３１０円」に、「６００円」を「６３０円」に改める。 

 （五所川原市ペット火葬場設置条例の一部改正） 

第３条 五所川原市ペット火葬場設置条例（平成１７年五所川原市条例第１２７号）の一

部を次のように改正する。 

別表備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

ペット火葬場使用料 

区分 

１体当たりの使用料（円） 

市内飼養者 市外飼養者 

合同火葬 単独火葬 合同火葬 単独火葬 

25㎏以上  10,480  15,820 

20㎏以上 25㎏未満 4,710 9,430 8,960  14,770 

10㎏以上 20㎏未満 4,190 8,380 8,430 13,720 

10㎏未満 3,140 6,290 7,390 12,680 

 （五所川原市立佞武多の館設置条例の一部改正） 

第４条 五所川原市立佞武多の館設置条例（平成１７年五所川原市条例第１５９号）の一

部を次のように改正する。 

別表の１ 立佞武多展示室、展示ギャラリー利用料金の表中 
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 「 

800円以下 300円以下  

500円以下 
100円以下 

3,000円以下 

300円以下  

                         」 

 を 

 「 

840円以下 310円以下  

520円以下 
100円以下 

3,140円以下 

310円以下  

                         」 

に改める。 

  別表の２ 貸室利用料の表１階多目的ホールの項及び５階練習室１の項中「８，００

０円」を「８，３８０円」に改め、同表５階練習室２の項中「１０，０００円」を「１

０，４８０円」に改め、同表６階会議室１の項、６階会議室２の項及び６階体験学習室

の項中「６，０００円」を「６，２９０円」に改め、同表７階展望ラウンジの項中「１

０，０００円」を「１０，４８０円」に改める。 

  別表の４ 備品利用料の表データプロジェクタの項及びビジュアルプレゼンターの項

中「３００円」を「３１０円」に改め、同表ＤＶＤ・ビデオデッキの項及びＯＨＰスク

リーンの項中「２００円」を「２２０円」に改め、同表イベント用音響・照明設備一式

の項中「３，０００円」を「３，１４０円」に改め、同表ピアノの項中「２，０００円」

を「２，１００円」に改める。 

 （五所川原市津軽三味線会館設置条例の一部改正） 

第５条 五所川原市津軽三味線会館設置条例（平成１７年五所川原市条例第１６３号）の

一部を次のように改正する。 

 第４条第３項中「不可抗力等」を「不可抗力」に改める。 

第６条第１項中「以下」を「次条から第１２条までにおいて」に改め、同項に後段と

して次のように加える。 

許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。 

第７条各号列記以外の部分中「各号」の次に「のいずれか」を加え、「別表第２に掲げ

る三味線会館の施設又は備品の使用の許可」を「使用」に、「又は使用」を「又は使用の

許可」に改める。 

第８条第３項中「不可抗力等」を「不可抗力」に改める。 

第９条中「別表第２に掲げる三味線会館の施設又は備品の」を削る。 

第１０条中「三味線会館の」を削る。 

第１２条第５項を次のように改める。 

 ５ 第４条から前条までの規定は、第１項の三味線会館の管理を指定管理者に行わせる

場合及び利用料金について準用する。この場合において、第４条第２項及び第３項、

第５条から第７条まで、第８条第２項及び第３項並びに第１０条中「教育委員会」と

あるのは「指定管理者」と、第４条第１項及び第８条第１項中「市長が」とあるのは

「指定管理者は、市長が」と読み替えるものとする。 
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第１３条第１項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第３号中「許可を拒み」

を「利用を拒み」に改め、同項第５号中「収受する」を「収受し及び還付する」に改め

る。 

別表第１備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

入館料 

区分 
単独券 共通券 

個人 団体 年間入館料 個人 団体 年間入館料 

一般 600円 

 

500円 

 

2,000円 

 

1,000円 

（500円） 

900円 

（450円） 

3,000円 

（1,500円） 

高校・大学生 400円 

 

300円 

 

1,300円 

 

600円 

（300円） 

500円 

（250円） 

1,800円 

（900円） 

小・中学生 250円 

 

200円 

 

800円 

 

400円 

（200円） 

300円 

（150円） 

1,200円 

（600円） 

  別表第２を次のように改める。 

別表第２（第６条、第８条関係） 

施設・備品使用料 

区分 
使用料 

使用時間 
非営利 営利 

野外ステージ １回当たり 6,300円 １回当たり 12,600円 午後５時から午後

10時まで 多目的ホール １時間当たり 5,500円 １時間当たり 11,000円 

研修室 １時間当たり 600円 １時間当たり 1,200円 

三味線 １人１回 30 分当たり 

5,000円 

（２人目以降は、１人に

つき 500 円を加算した

額） 

 午前９時から午前

10時まで及び午後

３時から午後４時

30分まで 

備考 冷暖房を使用する場合は、次に掲げる額を加算する。 

１ 多目的ホール １回当たり５００円 

２ 研修室 １回当たり２５０円 

別表第３の１ 入館料の表備考以外の部分を次のように改める。 

１ 入館料 

区分 
単独券 共通券 

個人 団体 年間入館料 個人 団体 年間入館料 

一般 600円以内 

 

500円以内 

 

2,000円以

内 

1,000円以

内 

900円以内 

 

3,000円以

内 

高校・大学生 400円以内 

 

300円以内 

 

1,300円以

内 

600円以内 

 

500円以内 

 

1,800円以

内 

小・中学生 250円以内 

 

200円以内 

 

800円以内 

 

400円以内 

 

300円以内 

 

1,200円以

内 

別表第３の２ 施設・備品利用料金の表を次のように改める。 



- 8 - 

 

２ 施設・備品利用料金 

区分 
利用料金 

利用時間 
非営利 営利 

野外ステー

ジ 

１回当たり 6,300 円以

内 

１回当たり 12,600円以

内 

午後５時から午後 10

時まで 

多目的ホー

ル 

１時間当たり 5,500 円

以内 

１時間当たり 11,000円

以内 

研修室 １時間当たり 600 円以

内 

１時間当たり 1,200 円

以内 

三味線 １人１回 30 分当たり 

5,000円以内 

（２人目以降は、１人に

つき 500 円以内を加算し

た額） 

 午前９時から午前 10

時まで及び午後３時

から午後４時 30分ま

で 

備考 冷暖房を使用する場合は、次に掲げる額を加算する。 

１ 多目的ホール １回当たり５００円以内 

２ 研修室 １回当たり２５０円以内 

（五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例の一部改正） 

第６条 五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例（平成１７年五所川原市条例第

１６５号）の一部を次のように改正する。 

別表第２イベント広場の項中「３００円」を「３１０円」に改め、同表キャンプ場の

項中「５００円」を「１，０００円」に改め、同表ケビンの項中「１４，４００円」を

「１５，０９０円」に、「１２，０００円」を「１２，５７０円」に改める。 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第９条関係） 

備品名 使用料 備考 

毛布 １枚 600 円  

別表第４イベント広場の項中「３００円」を「３１０円」に改め、同表キャンプ場の

項中「５００円」を「１，０００円」に改め、同表ケビンの項中「１４，４００円」を

「１５，０９０円」に、「１２，０００円」を「１２，５７０円」に改める。 

別表第５を次のように改める。 

別表第５（第１０条関係） 

備品名 利用料金 備考 

毛布 １枚 600円以内  

（五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例の一部改正） 

第７条 五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例（平成１７年五所川原市条例第１６

６号）の一部を次のように改正する。 

別表第２鰊御殿の部大研修室の項中「１，２００円」を「１，２６０円」に改め、同

部小研修室の項中「４５０円」を「４７０円」に改め、同部宿泊の項中「３，９００円」

を「４，０９０円」に改め、同表バンガローの項中「８，０００円」を「８，３８０円」

に改め、同表寝具の項中「５００円」を「１，０００円」に改める。 
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別表第３鰊御殿の部大研修室の項中「１，２００円」を「１，２６０円」に改め、同

部小研修室の項中「４５０円」を「４７０円」に改め、同部宿泊の項中「３，９００円」

を「４，０９０円」に改め、同表バンガローの項中「８，０００円」を「８，３８０円」

に改め、同表寝具の項中「５００円」を「１，０００円」に改める。 

（五所川原市十三湖マリーナ設置条例の一部改正） 

第８条 五所川原市十三湖マリーナ設置条例（平成１７年五所川原市条例第１６７号）の

一部を次のように改正する。 

  別表第１使用区分の部１艇年間の項中「１７１，０００円」を「２００，０００円」

に改め、同部１艇１か月の項中「２８，５００円」を「３３，３３０円」に改め、同部

１艇１日の項中「２，２８０円」を「２，６６０円」に改める。 

別表第２利用区分の部１艇年間の項中「１７１，０００円」を「２００，０００円」

に改め、同部１艇１か月の項中「２８，５００円」を「３３，３３０円」に改め、同部

１艇１日の項中「２，２８０円」を「２，６６０円」に改める。 

（五所川原市体育施設設置条例の一部改正） 

第９条 五所川原市体育施設設置条例（平成１７年五所川原市条例第２０９号）の一部を

次のように改正する。 

第８条第１項中「別表第２」を「別表第２から別表第１６まで」に改め、同項ただし

書を次のように改める。 

ただし、これらの表に定めのない附属設備及び備品類の使用料は、教育委員会規則

で定める単位ごとに、１附属設備又は１備品につき１万円以内で教育委員会規則で定

める額とする。 

第８条第２項中「は、１日当たり８時間として計算し、使用時間」を削り、同条第４

項中「還付する」を「還付することができる」に改め、同項を同条第５項とし、同条中

第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 体育施設の使用回数は、使用時間にかかわらず、１申請当たり１回として計算し、

使用が数日に及ぶ場合は、１日当たり１回として計算する。 

第８条に次の１項を加える。 

６ 市長は、公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、

使用料を減額し、又は免除することができる。 

第９条第３項中「利用料金は、」の次に「前条第１項ただし書及び」を加え、「のとお

りとする」を「から別表第１６までに定める額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ教育委員会の承認を得て定めるものとする」に、「同表中」を「これらの表中」に改

め、同条中第４項を第６項とし、第３項の次に次の２項を加える。 

４ 前条の規定は、体育施設の利用料金の収受、還付、減免について準用する。この場

合において、同条第４項及び第６項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え

るものとする。 

５ 指定管理者は、第３項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなけ

ればならない。 

第１０条第１項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第４号中「を収受する」

を「に関する」に改め、同項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号と

する。 

別表第２を次のように改める。 
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別表第２ （第８条、第９条関係） 

五所川原市民体育館  

区分 使用料 

貸切り使用 主競技場 非営利 高校生以下 1,500円／時間 

   一般 2,000円／時間 

  営利 21,000円／時間 

 
補助競技場 非営利 500円／時間 

 

  営利 3,000円／時間 

 会 議 室 等

（１室） 

非営利 300円／時間 

 営利 2,000円／時間 

個人使用 高校生以下 １人につき 60円／時間 

 一般 １人につき 120円／時間 

臨時売店によ

る区画の使用

（自動販売機

を除く。） 

１平方メートルにつき 600円／１回 

附属設備 暖房 7,000円／時間 

 放送設備一式 1,000円／１回 

 電気使用（施設備品を使用する場合を除

く。） １キロワットにつき 

50円／時間 

 温水シャワー １栓につき 100円／１回 

 体育器具 バスケットゴール（スプリング

式）１セット 

10,000円／時間 

 得点等カウンターシステム一式 550円／時間 

 その他体育器具１セット 200円／１回 

備考 

１ 貸切り使用とは、施設を専用として使用することを、個人使用とは、貸切り使

用を除く１０人未満の個人が使用の当日の申請に基づき施設（共用部分を含む。）

の一部又は全部を使用することをいう。 

２ 貸切り使用の使用料には照明使用料を、個人使用の使用料には照明使用料及び

体育器具使用料を含む。 

３ 貸切り使用において、主競技場及び補助競技場を半面使用する場合の使用料は、

半額とする。 

４ 会議室等とは、事務室、主競技場及び補助競技場を除く室とする。 

５ 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設

置面積について１平方メートル未満の端数があるときは、これを１平方メートル

として計算する。 

別表に次の１４表を加える。 

別表第３ （第８条、第９条関係） 

  五所川原市営球場 
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区分 使用料 

野球場 非営利 900円／時間 

 営利 54,000円／時間 

臨時売店による区

画の使用（自動販

売機を除く。） 

１平方メートルにつき 600円／１回 

附属設備 放送設備一式 1,000円／１回 

電気使用（施設備品を使用する場合を除

く。） １キロワットにつき 

50円／時間 

備考 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設

置面積について１平方メートル未満の端数があるときは、これを１平方メートル

として計算する。 

別表第４ （第８条、第９条関係） 

 五所川原市営庭球場 

区分 使用料 

庭球場（１面） 非営利 午前９時から午後６時まで 310円／時間 

午後６時から午後９時まで 620円／時間 

営利 5,000円／時間 

臨時売店による区

画の使用（自動販

売機を除く。） 

１平方メートルにつき 600円／１回 

附属設備 電気使用（施設備品を使用する場合を除

く。） １キロワットにつき 

50円／時間 

  備考 

１ この表の区分に掲げる時間以外に使用する場合の使用料については、直近の当

該時間における使用料の額とする。 

２ 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設

置面積について１平方メートル未満の端数があるときは、これを１平方メートル

として計算する。 

別表第５ （第８条、第９条関係） 

 五所川原市北斗グラウンド 

区分 使用料 

野球場 無料 

サッカー場 無料 

多目的広場 無料 

別表第６ （第８条、第９条関係） 

 五所川原市金木Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール） 

区分 使用料 

プール 無料 

別表第７ （第８条、第９条関係） 

 五所川原市市浦Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館） 
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区分 使用料 

貸切り使用 主競技場 非営利 高校生以下 750円／時間 

   一般 1,000円／時間 

  営利 9,000円／時間 

 会議室等 

（１室） 

非営利 300円／時間 

営利 2,000円／時間 

個人使用 

 

高校生以下 １人につき 60円／時間 

一般 １人につき 120円／時間 

臨時売店によ

る区画の使用

（自動販売機

を除く。） 

１平方メートルにつき 600円／１回 

附属設備 電気使用（施設備品を使用する場合を除

く。） １キロワットにつき 

50円／時間 

体育器具１セット 200円／１回 

  備考 

１ 貸切り使用とは、施設を専用として使用することを、個人使用とは、貸切り使

用を除く１０人未満の個人が使用の当日の申請に基づき施設（共用部分を含む。）

の一部又は全部を使用することをいう。 

２ 貸切り使用の使用料には照明使用料を、個人使用の使用料には照明使用料及び

体育器具使用料を含む。 

３ 貸切り使用において、主競技場を半面使用する場合の使用料は、半額とする。 

４ 会議室等とは、事務室及び主競技場を除く室とする。 

５ 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設

置面積について１平方メートル未満の端数があるときは、これを１平方メートル

として計算する。 

別表第８ （第８条、第９条関係） 

 五所川原市市浦Ｂ＆Ｇ海洋センター（艇庫） 

区分 使用料 

カヌー 

無料 ＯＰヨット 

ローボート 

別表第９ （第８条、第９条関係） 

 五所川原市嘉瀬スキー場 

区分 使用料 

リフト 
無料 

ヒュッテ 

別表第１０ （第８条、第９条関係） 

 五所川原市金木運動公園 

区分 使用料 
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野球場 非営利 900円／時間 

 営利 54,000円／時間 

庭球場（１面） 非営利 午前９時から午後６時まで 310円／時間 

  午後６時から午後９時まで 620円／時間 

 営利 5,000円／時間 

臨時売店によ

る区画の使用

（自動販売機

を除く。） 

１平方メートルにつき 600円／１回 

附属設備 放送設備１式 1,000円／１回 

 電気使用（施設備品を使用する場合を除

く。） １キロワットにつき 

50円／時間 

 備考 

１ この表の区分に掲げる時間以外に使用する場合の使用料については、直近の当

該時間における使用料の額とする。 

２ 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設

置面積について１平方メートル未満の端数があるときは、これを１平方メートル

として計算する。 

別表第１１ （第８条、第９条関係） 

 五所川原市山村広場 

区分 使用料 

野球場 非営利 900円／時間 

営利 54,000円／時間 

臨時売店によ

る区画の使用

（自動販売機

を除く。） 

１平方メートルにつき 600円／１回 

附属設備 電気使用（施設備品を使用する場合を除

く。） １キロワットにつき 

50円／時間 

備考 

１ 野球場の使用料には、照明使用料を含む。 

２ 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設

置面積について１平方メートル未満の端数があるときは、これを１平方メートル

として計算する。 

別表第１２ （第８条、第９条関係） 

 五所川原市つがる克雪ドーム 

区分 使用料 

貸切り使用 多目的グラウン

ド 

非営利 高校生以下 4,000円／時間 

一般 6,200円／時間 

営利 62,000円／時間 

 会議室等（１室） 非営利 300円／時間 
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営利 2,000円／時間 

個人使用 高校生以下 １人につき 60円／時間 

 一般 １人につき 120円／時間 

臨時売店によ

る区画の使用

（自動販売機

を除く。） 

１平方メートルにつき 600円／１回 

附属設備 会議室等冷暖房 100円／時間 

放送設備一式 1,000円／１回 

電気使用（施設備品を使用する場合を除く。） 

１キロワットにつき 

50円／時間 

スコアボード 1,000円／時間 

体育器具１セット 200円／１回 

 備考 

１ 貸切り使用とは、施設を専用として使用することを、個人使用とは、貸切り使

用を除く１０人未満の個人が使用の当日の申請に基づき施設（共用部分を含む。）

の一部又は全部を使用することをいう。 

２ 貸切り使用の使用料には照明使用料を、個人使用の使用料には照明使用料及び

体育器具使用料を含む。 

３ 貸切り使用において、多目的グラウンドを半面使用する場合の使用料は、半額

とする。 

４ 会議室等とは、事務室及び多目的グラウンドを除く室とする。 

５ 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設

置面積について１平方メートル未満の端数があるときは、これを１平方メートル

として計算する。 

別表第１３ （第８条、第９条関係） 

五所川原市弓道場 

区分 使用料 

貸切り使用 弓道場 非営利 高校生以下 180円／時間 

一般 360円／時間 

営利 7,000円／時間 

会議室等

（１室） 

非営利 300円／時間 

営利 2,000円／時間 

個人使用 

 

高校生以下 １人につき 60円／時間 

一般 １人につき 120円／時間 

臨時売店によ

る区画の使用

（自動販売機

を除く。） 

１平方メートルにつき 600円／１回 

附属設備 暖房 １台につき 200円／時間 

 的中表示システム一式  200円／１回 
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放送設備一式 1,000円／１回 

電気使用（施設備品を使用する場合を除く。） 

１キロワットにつき 

50円／時間 

備考 

１ 貸切り使用とは、施設を専用として使用することを、個人使用とは、貸切り使

用を除く１０人未満の個人が使用の当日の申請に基づき施設（共用部分を含む。）

の一部又は全部を使用することをいう。 

２ 貸切り使用の使用料には照明使用料を、個人使用の使用料には照明使用料及び

体育器具使用料を含む。 

３ 会議室等とは、弓道場を除く室とする。 

４ 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設

置面積について１平方メートル未満の端数があるときは、これを１平方メートル

として計算する。 

別表第１４ （第８条、第９条関係） 

五所川原市勤労者総合スポーツ施設 

区分 使用料 

貸切り使用 主競技場 非営利 高校生以下 400円／時間 

一般 600円／時間 

営利 6,000円／時間 

柔道場 非営利 250円／時間 

営利 3,000円／時間 

会議室等

（１室） 

非営利 300円／時間 

営利 2,000円／時間 

個人使用 

 

高校生以下 １人につき 60円／時間 

一般 １人につき 120円／時間 

臨時売店によ

る区画の使用

（自動販売機

を除く。） 

１平方メートルにつき 600円／１回 

附属設備 暖房 １台につき 300円／時間 

電気使用（施設備品を使用する場合を除

く。） １キロワットにつき 

50円／時間 

体育器具１セット 200円／１回 

備考 

１ 貸切り使用とは、施設を専用として使用することを、個人使用とは、貸切り使

用を除く１０人未満の個人が使用の当日の申請に基づき施設（共用部分を含む。）

の一部又は全部を使用することをいう。 

２ 貸切り使用の使用料には照明使用料を、個人使用の使用料には照明使用料及び

体育器具使用料を含む。 

３ 貸切り使用において、主競技場を半面使用する場合の使用料は、半額とする。 

４ 会議室等とは、事務室、主競技場及び柔道場を除く室とする。 
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５ 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設

置面積について１平方メートル未満の端数があるときは、これを１平方メートル

として計算する。 

別表第１５ （第８条、第９条関係） 

五所川原市金木相撲場 

区分 使用料 

相撲場 非営利 無料 

営利 3,000円／時間 

観覧場 非営利 無料 

営利 300円／時間 

 別表第１６ （第８条、第９条関係） 

五所川原市漆川体育館 

区分 使用料 

貸切り使用 主競技場 非営利 高校生以下 600円／時間 

一般 800円／時間 

営利 9,000円／時間 

多目的室 非営利 300円／時間 

営利 2,000円／時間 

会議室等

（１室） 

非営利 300円／時間 

営利 2,000円／時間 

個人使用 

 

高校生以下 １人につき 60円／時間 

一般 １人につき 120円／時間 

臨時売店によ

る区画の使用

（自動販売機

を除く。） 

１平方メートルにつき 600円／１回 

附属設備 電気使用（施設備品を使用する場合を除

く。） １キロワットにつき 

50円／時間 

体育器具１セット 200円／１回 

備考 

１ 貸切り使用とは、施設を専用として使用することを、個人使用とは、貸切り使

用を除く１０人未満の個人が使用の当日の申請に基づき施設（共用部分を含む。）

の一部又は全部を使用することをいう。 

２ 貸切り使用の使用料には照明使用料を、個人使用の使用料には照明使用料及び

体育器具使用料を含む。 

３ 貸切り使用において、主競技場を半面使用する場合の使用料は、半額とする。 

４ 会議室等とは、事務室、主競技場及び多目的室を除く室とする。 

５ 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設

置面積について１平方メートル未満の端数があるときは、これを１平方メートル

として計算する。 

（五所川原市楠美家住宅設置条例の一部改正） 
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第１０条 五所川原市楠美家住宅設置条例（平成１８年五所川原市条例第３３号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「伝え」の次に「、及び文化的催し等の用に供する施設の設置、管理及び使

用等に関し必要な事項を定め」を加える。 

第９条を第１６条とし、第８条を第１５条とする。 

第７条第１項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第４号中「前３号」を「前

各号」に改め、同号を同項第６号とし、同項第３号中「第５条第２項」を「第９条第２

項及び第３項」に、「施設への入館制限等」を「施設の利用の制限」に改め、同号を同項

第５号とし、同項第２号を同項第４号とし、同項第１号中「事業」を「業務」に改め、

同号を同項第２号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（３）利用料金を収受し及び還付すること。 

第７条第１項に第１号として次の１号を加える。 

（１）施設の利用（指定管理者が施設を管理する場合の入館及び使用をいう。以下同じ。）

の許可（以下この項において「許可」という。）を行うこと。 

第７条第２項中「前項第４号」を「前項第５号」に改め、同条を第１４条とする。 

第６条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 教育委員会は、指定管理者に使用施設の使用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を当該指定管理者の収入として収受させる。 

３ 使用施設の利用料金は、別表第２のとおりとする。 

第６条に次の１項を加える。 

５ 第４条から前条までの規定は、第１項の施設の管理を指定管理者に行わせる場合及

び利用料金について準用する。この場合において、第５条、第６条第２項、第７条、

第９条第２項及び第３項並びに第１１条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」

と、第８条中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、市長が」と読み替えるものとす

る。 

第６条を第１３条とする。 

第５条の見出しを「（入館及び使用の制限）」に改め、同条第１項第１号中「き損」を

「毀損」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「拒否し、」の次に「施設から」を、「又

は」の次に「その他の」を加え、同条に次の１項を加える。 

３ 教育委員会は、次の各号に該当すると認める場合には、使用を拒み、又は使用の許

可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。 

（１）公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

（２）使用施設を損傷するおそれがあるとき。 

（３）使用の目的が第３条に規定する業務と合致しないとき。 

（４）虚偽の申請をし、又は不正の手段によって許可を得たとき。 

（５）前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。 

第５条を第９条とし、同条の次に次の３条を加える。 

（権利譲渡等の禁止） 

第１０条 第５条第１項の使用の許可を得た者（以下「使用者」という。）は、その権

利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（特別の設備等） 

第１１条 使用者は、使用施設の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は
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器具若しくは備品等を搬入しようとするときは、教育委員会の承認を得なければなら

ない。 

（原状回復義務） 

第１２条 使用者は、使用施設の使用が終わったとき又は使用を停止されたときは、直

ちに現状に復さなければならない。 

第４条の次に次の４条を加える。 

（使用の許可） 

第５条 別表第１に掲げる施設（以下「使用施設」という。）を使用しようとする者は、

あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しよう

とする場合も、同様とする。 

２ 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、施設の管理運営上必要な条件を

付すことができる。 

（使用料） 

第６条 使用施設の使用料は、別表第１のとおりとする。 

２ 前項に規定する使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理

由があると認めるときはこの限りではない。 

（使用料の不還付） 

第７条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用

できなくなったとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、使用料

の全部又は一部を還付することができる。 

（使用料の免除） 

第８条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めると

きは、その申請により使用料を免除することができる。 

附則の次に別表として次の２表を加える。 

別表第１（第５条、第６条関係） 

施設使用料 

区分 
使用料 

使用時間 
非営利 営利 

奥座敷 

 

1,200円 2,400円 午前９時から正午まで 

1,600円 3,200円 正午から午後４時まで 

2,800円 5,600円 午前９時から午後４時まで 

別表第２（第１３条関係） 

施設利用料金 

区分 
利用料金 

利用時間 
非営利 営利 

奥座敷 

 

1,200円以内 2,400円以内 午前９時から正午まで 

1,600円以内 3,200円以内 正午から午後４時まで 

2,800円以内 5,600円以内 午前９時から午後４時まで 

（五所川原市立佞武多広場設置条例の一部改正） 

第１１条 五所川原市立佞武多広場設置条例（平成２５年五所川原市条例第３号）の一部

を次のように改正する。 
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別表広場使用料の表全区画使用の部１時間の項中「１，０００円」を「１，０５０円」

に改め、同部１日の項中「１４，０００円」を「１４，６７０円」に改め、１区画使用

の項中「２００円」を「２２０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に第１条から第９条まで及び第１１条の規定による改正前の五

所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第１０条第１項第１号の規定、五所川原市市

浦地域活性化センター設置条例第６条第１項及び第１１条第１項第１号の規定、五所川

原市ペット火葬場設置条例第３条の規定、五所川原市立佞武多の館設置条例第９条第１

項の規定、五所川原市津軽三味線会館設置条例第６条第１項及び第１３条第１項第１号

の規定、五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例第５条及び第１１条第１項第

１号の規定、五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例第５条及び第１１条第１項第

１号の規定、五所川原市十三湖マリーナ設置条例第３条及び第９条第１項第１号の規定、

五所川原市体育施設設置条例第５条第１項及び第１０条第１項第１号の規定並びに五所

川原市立佞武多広場設置条例第４条第１項及び第１４条第１号の規定による使用又は利

用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料の額又は利用に係る料金の上限額に

ついては、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正後の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第６条第１

項の使用の許可及び第１５条第１項第１号の利用の許可並びに第１０条の規定による改

正後の五所川原市楠美家住宅設置条例第５条第１項の使用の許可及び第１４条第１項第

１号の利用の許可の申請については、この条例の施行の日前においても、それぞれの規

定の例により行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 消費税率及び地方消費税率の引上げ等に伴い、使用料及び利用料金の上限の額を改める

ほか所要の事項を改めるため提案するものである。 
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議案第２号 

 

 

   五所川原市体育施設設置条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 

 五所川原市体育施設設置条例施行規則の一部を改正する規則を次のとおり定める。 

 

 

 令和２年１月２４日提出 

 

五所川原市教育委員会教育長  長 尾 孝 紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

五所川原市体育施設設置条例の改正に伴い、当該規則において一部を改正するものであ

る。 
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五所川原市体育施設設置条例施行規則の一部を改正する規則（案） 

五所川原市体育施設設置条例施行規則（平成１７年五所川原市教育委員会規則第４５号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「第１１条」を「第８条第１項、第１１条」に改める。 

第４条第２項中「貸切使用」を「貸切り使用」に改め、同条第５項中「第９条」を「第

９条第１項」に改める。 

第７条を第８条とする。 

第６条第２号中「所定」を「教育委員会（指定管理者が施設を管理する場合においては

指定管理者）の許可を受けた場合を除き、所定」に改め、同条を第７条とする。 

 第５条第１項中「第８条」を「第８条第６項」に改め、同条を第６条とし、第４条の次

に次の１条を加える。 

 （附属設備及び備品類の使用料） 

第５条 条例第８条第１項ただし書に規定する教育委員会規則で定める単位は、次の各号

に掲げる単位とし、その計算の取扱いについては当該各号の定めるところによる。 

（１）時間 体育施設の使用時間をいい、使用時間に１時間未満の端数があるときは、こ

れを１時間として計算する。 

（２）１回 体育施設の使用回数をいい、使用時間にかかわらず、１申請当たり１回とし

て計算し、使用が数日に及ぶ場合は、１日当たり１回として計算する。 

２ 条例第８条第１項ただし書に規定する教育委員会規則で定める附属設備及び備品類の

使用料は、別表第３のとおりとする。 

３ 条例第８条第１項ただし書及び第９条第３項の規定により教育委員会規則で定める体

育施設の利用料金については、別表第３に定める額の範囲内において、指定管理者があ

らかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。この場合において、同表中「使用

料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

五所川原市都市公園設置条例（平成１７年五所川原市条例第１７８号）に規定する五

所川原市都市公園（以下「都市公園」という。）内に公園施設として設置される体育

施設 

名称 休館日（休場日等を含む。） 

五所川原市民体育館 (１) 五所川原市の休日に関する条例（平

成17年五所川原市条例第２号）第１条第

１項第１号及び第２号に定める休日（以

下「市の休日」という。）の翌日（その

日が市の休日に当たるときはその市の休

日の直後の市の休日でない日）（以下「市

の休日の翌日」という。） 

(２) 12月28日から翌年の１月４日まで 

五所川原市営球場 (１) 市の休日の翌日 

(２) 11月から翌年の３月まで 

五所川原市営庭球場 (１) 市の休日の翌日 
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(２) 11月から翌年の３月まで 

五所川原市北斗グラウンド 11月から翌年の３月まで 

 都市公園以外に設置される体育施設 

名称 休館日（休場日等を含む。） 

五所川原市金木Ｂ＆Ｇ海洋センター（プー

ル） 

(１) 毎週月曜日（その日が五所川原市の

休日に関する条例第１条第１項第２号に

定める休日に当たるときはその翌日） 

(２) ９月から翌年の６月まで 

五所川原市市浦Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育

館） 

(１) 市の休日 

(２) 12月28日から翌年の１月４日まで 

五所川原市市浦Ｂ＆Ｇ海洋センター（艇庫） 10月から翌年の６月まで 

五所川原市嘉瀬スキー場 ３月から12月まで 

五所川原市金木運動公園 (１) 市の休日の翌日 

(２) 11月から翌年の３月まで 

五所川原市山村広場 11月から翌年の３月まで 

五所川原市つがる克雪ドーム (１) 市の休日の翌日 

(２) 12月28日から翌年の１月４日まで 

五所川原市弓道場 (１) 毎週日曜日 

(２) 12月28日から翌年の１月４日まで 

五所川原市勤労者総合スポーツ施設 (１) 市の休日の翌日 

(２) 12月28日から翌年の１月４日まで 

五所川原市金木相撲場 なし 

五所川原市漆川体育館 12月28日から翌年の１月４日まで 

 別表第２都市公園以外に設置される体育施設の表五所川原市嘉瀬スキー場の項第１号中

「月曜日から金曜日までは、」を削り、同項第２号中「日曜日、土曜日、休日」を「市の

休日」に改め、「冬季休業日は」の次に「、前号の規定にかかわらず」を加え、同表五所

川原市金木運動公園の項第３号を削り、同表五所川原市弓道場の項中「午後５時」を「午

後９時」に改め、同表五所川原市勤労者総合スポーツ施設の項第１号中「月曜日から土曜

日までは、」を削り、同項第２号中「日曜日及び休日は」を「市の休日（土曜日を除く。）

は、前号の規定にかかわらず」に改める。 

別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第５条関係） 

区分 使用料 

可搬式ストーブ小 １台 200円／時間 

可搬式ストーブ中 １台 300円／時間 

可搬式ストーブ大 １台 700円／時間 

机 １台 60円／１回 

椅子 １脚 30円／１回 

フロアシート １枚 200円／１回 

土俵台 一式 10,000円／１回 
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畳 １枚 100円／１回 

ワイヤレスアンプ 一式 200円／１回 

 様式第３号及び様式第４号中「第５条」を「第６条」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の別表第３に規定する附属設備及び備品類の使用又は利用の許

可の申請については、この規則の施行の日前においても行うことができる。 
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議案第３号 

 

 

令和２年度五所川原市学校教育指導の方針と重点について 

 

 

令和２年度五所川原市学校教育指導の方針と重点について次のとおり定めるものとする。 

 

 

  令和２年１月２４日提出 

 

 

五所川原市教育委員会教育長  長 尾 孝 紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 令和２年度における五所川原市の学校教育の充実を図るため、五所川原市学校教育指

導の方針と重点を定める。 
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令和２年度 五所川原市学校教育指導の方針と重点（案）

方 針

郷土に誇りを持ち、多様性を尊重し、創造力豊かで、新しい

時代を主体的に切り拓く児童生徒を育成するため、教育は人づ

くりという視点に立って、学校運営に創意工夫をこらし、個を

生かし生きる力と夢を育む魅力ある学校教育の推進に努める。

グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等による社会の加速度的な変化により、これまで

以上に予測が困難な時代を迎える子供たちには、社会の変化に積極的に向き合い、多様な人々

と協働して課題を解決する力や、新たな価値を創造していく力、状況に応じて目的を再構築す

る力を身に付けることが求められている。

このような中、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を、学校と社会が

共有し、児童生徒が必要な教育内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付けられ

るようにするのかを明確にしながら、社会との連携・協働によりその実現を図るという理念の

もと、学習指導要領が改訂された。これからの学校には、児童生徒や学校、地域の実態に合わ

せて、全教職員の連携・協力のもとに、「社会に開かれた教育課程」を編成し、実施していく

ことが大切である。

五所川原市教育委員会では、「五所川原市教育施策の大綱」の基本理念であり、「五所川原市

教育振興計画」の基本政策でもある『個性を伸ばし育む人財・文化づくり』を実現し、五所川

原市の教育の振興を推進するため、教育基本目標を、『ふるさとを愛し、ふるさとの文化を育

む心豊かでたくましい人づくり』とし、市の現状と課題を明確にした上で効率的かつ効果的な

教育施策を実施している。特に、学校教育においては、知・徳・体のバランスのとれた力を養

成し、生きる力を育むとともに、きめ細かな学習支援、特別支援教育の推進等により、一人一

人の個性・能力を伸ばすとともに、国際化・情報化時代に対応した人財の育成を図っている。

このことを受け、各学校においては、子供たちや地域の実情を踏まえた特色ある教育活動が

展開されているものの、標準学力検査や県学習状況調査等の結果からは、習得した知識・技能

を活用する力や、思考力・判断力・表現力が十分でないなどの課題が挙げられる。また、特別

な配慮を必要する子供への支援や、生活や学習に様々な困難を抱えている子供への対応が各学

校の課題となっている。加えて、生活リズムの乱れや肥満傾向児童生徒の増加など健康に関す

る課題も挙げられる。

これらのことから、「確かな学力の向上」と「豊かな心と健やかな体の育成」とを一体とし

て捉えるとともに、これらを支える基盤である「教職員の資質能力の向上」を含めて、本市学

校教育の課題とする。

〇学校教育の課題解決に向けて

【確かな学力の向上】

「確かな学力の向上」については、子供たちが「何を知っているか」にとどまらず、「何が

できるようになるか」に発展させることを重点とし、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に

習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育むと

ともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の



- 26 -

充実に努めることが大変重要である。

そのために、

・ 教員が教えることと考えさせることを明確にし、必要で効果的な学習活動を考え、授業

の工夫・改善を重ねていくことで、「主体的・対話的で深い学び」の実現に努めること

・ 児童生徒が協働的に学びに向かう集団として育成されるよう、学級経営の充実を図り、

生徒指導の機能を生かした授業づくりに努めること

・ 子供の能力を最大限に伸ばす実践的指導力の向上に努めること

これらの三つを柱に、組織的に継続して取り組んでいくため、『五所川原市「確かな学力」

向上プロジェクト』を推進することが重要である。

【豊かな心と健やかな体の育成】

「豊かな心と健やかな体の育成」については、教育活動全体を通じて行う道徳教育の充実に

より、自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共により

よく生きる基盤となる道徳性の育成に努めることが大切である。また、心身の健全な発達を促

し、自ら運動に親しみ、健康で安全な生活を送るための基盤を培うことが重要である。

そのために、

・ 「特別の教科 道徳」においては、目標と特質を捉えるとともに、児童生徒の発達の段

階や特性などを考慮して、問題解決的な学習や道徳的行為に関する体験的な学習等を適切

に取り入れるなど、指導方法の工夫に努めること

・ 家庭との連携により基本的な生活習慣を確立させるとともに、心身ともに健康で安全な

生活態度育成についても課題を明確にし、具体的取組の実施に努めること

・ 児童生徒理解の深化を図り、規範意識に基づいた行動様式を定着させるとともに、教師

と子供及び子供同士の心の結び付きを基調とした指導を通して、問題行動・不登校等の未

然防止、早期発見・早期対応に努めること

これらの三つを柱に、『豊かな心と健やかな体の育成のためのポイント』に留意して、組織

的・計画的に取り組んでいくことが重要である。

【教職員の資質能力の向上】

このような教育活動を具現化するためには、校長の明確な経営ビジョンの下、保護者や地域

から信頼される開かれた学校づくりを一層推進するなど、学校経営に創意工夫をこらすことが

必要である。また、学校教育の直接の担い手である教職員一人一人の意識改革が求められる。

さらに、学習面や生徒指導面において、９か年で子供を育てるという視点に立って小・中学校

の連携を図り、互いに指導力を高め合うことが大切である。

そのために、

・ 教職員一人一人が教育公務員としての自覚をもち、服務規律の確保に努めるとともに、

常に学び続ける意識をもち、自己研鑽に努めること

・ 今日的な教育課題等に対応した研修を深めるとともに、学校の教育課題の解決に向け、

教員等の共通理解の基に、組織的・継続的な校内研究の充実に努めること

・ 小・中学校の連携を通して、目指す子供像の実現に向けて何をどのようにして指導する

かについて共通理解を図り、具体的な実践による学区教育研究会の充実に努めること

これらの三つを柱に、教職員の資質能力の向上を図っていくことが重要である。

以上のことから、個を生かし生きる力と夢を育む魅力ある学校教育の推進のため、次の１２

の重点を設定した。
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令 和 ２ 年 度 五 所 川 原 市 学 校 教 育 指 導 の 方 針 と 重 点 全 体 構 造 図（案）
五所川原市教育委員会

《 五所川原市教育施策の大綱 》の基本理念：「個性を伸ばし育む人財・文化づくり」
《 五所川原市教育振興計画 》の施策の展開

１ 一人一人の個性・能力を伸ばす学校教育の充実 ２ 学校・家庭・地域の連携推進
３ 生涯学習・スポーツの推進 ４ 芸術・文化活動の推進と郷土芸能の継承

《 五所川原市教育基本目標 》

ふるさとを愛し、ふるさとの文化を育む心豊かでたくましい人づくり

《 五所川原市学校教育の課題 》

豊かな心と健やかな体の育成 確かな学力の向上

教職員の資質能力の向上

豊 か な 心 と 健 や か な 体 の 育 成 の た め に 確 か な 学 力 の 向 上 の た め に

【 豊かな心と健やかな体の育成のためのポイント 】 【 五所川原市「確かな学力」向上プロジェクト 】
１ よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うための「考え、議論する道徳」の授業の実践 １ カリキュラム・マネジメントと連動した「確かな学力」向上プランの推進
２ 基本的な生活習慣の確立や望ましい人間関係づくり、健康で安全な生活づくりに向けた、家庭や地域社会との連携 ２ 「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業づくりと学級経営
３ 児童生徒が主体となったいじめの根絶や、問題行動・不登校等の未然防止に向けた取組の推進 ３ 校内研修・研究の充実（組織的、主体的、継続的な研修・研究の推進）

重 点

《 五所川原市学校教育指導の方針 》

個を生かし生きる力と夢を育む魅力ある学校教育の推進

《めざす子供像》 知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童生徒

３

道
徳
教
育
の
充
実

一
人
一
人
の
子
供
が
、
人
間
尊
重
の
精
神
と
生
命
に
対

す
る
畏
敬
の
念
を
生
活
の
中
に
生
か
し
、
豊
か
な
心
を
も

ち
、
未
来
を
切
り
拓
く
主
体
性
の
あ
る
人
間
に
な
れ
る
よ

う
、
「
特
別
の
教
科

道
徳
」
を
要
と
し
て
、
教
育
活
動

全
体
を
通
じ
て
、
他
者
と
共
に
よ
り
よ
く
生
き
る
基
盤
と

な
る
道
徳
性
の
育
成
に
努
め
る
。

４

特
別
活
動
の
充
実

一
人
一
人
の
子
供
が
、
集
団
や
社
会
の
形
成
者
と
し
て

の
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
様
々
な
集
団
活
動
に
自
主

的
、
実
践
的
に
取
り
組
み
、
集
団
や
自
己
の
生
活
上
の
課

題
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
資
質

・
能
力
の
育
成
に
努
め
る
。

８

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
充
実

一
人
一
人
の
子
供
が
、
探
究
的
な
見
方
・
考
え
方
を
働

か
せ
、
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
を
行
う
こ
と
を
通
し
て
、

よ
り
よ
く
課
題
を
解
決
し
、
自
己
の
生
き
方
を
考
え
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
各
教
科
等
を
越
え
た
全
て
の
学

習
の
基
盤
と
な
る
資
質
・
能
力
の
育
成
に
努
め
る
。

２

生
徒
指
導
の
充
実

一
人
一
人
の
子
供
が
、
豊
か
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
家
庭
や
地
域
社
会
及
び
関
係
機
関
等
と
の
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
協
働
的
な
指
導
体
制
の
下
で
、
心
の

結
び
付
き
を
基
調
と
し
た
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
問
題

行
動
・
不
登
校
等
の
未
然
防
止
、
早
期
発
見
・
早
期
対
応

に
努
め
る
。

国
際
化
に
対
応
す
る
教
育
の
充
実

１０

一
人
一
人
の
子
供
が
、
我
が
国
や
諸
外
国
の
文
化
と
伝

統
に
つ
い
て
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
郷
土
に

対
す
る
愛
着
と
誇
り
を
培
い
、
外
国
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
資
質
・
能
力
を
育
成
し
、
国
際
社
会

に
貢
献
で
き
る
よ
う
、
国
際
理
解
教
育
の
充
実
に
努
め
る
。

９

情
報
化
に
対
応
す
る
教
育
の
推
進

一
人
一
人
の
子
供
が
、
情
報
モ
ラ
ル
を
含
む
情
報
活
用

能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
系
統
的
・
体

系
的
な
情
報
教
育
の
推
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
各
教
科

等
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
を
図
る
。

環
境
教
育
の
推
進

１１

一
人
一
人
の
子
供
が
、
環
境
と
人
間
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
関
心
と
理
解
を
深
め
、
環
境
に
対
す
る
豊
か
な
感
受

性
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
環
境
保
全
に
主
体
的
に

取
り
組
む
態
度
の
育
成
に
努
め
る
。

６

特
別
支
援
教
育
の
充
実

発
達
障
害
を
含
む
障
害
の
あ
る
子
供
が
、
障
害
に
よ
る

学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
を
主
体
的
に
改
善
・
克
服
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
も
て
る
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
自

立
や
社
会
参
加
が
で
き
る
よ
う
、
一
人
一
人
の
教
育
的
ニ

ー
ズ
を
把
握
し
、
適
切
な
指
導
及
び
必
要
な
支
援
に
努
め

る
。

１

授
業
の
充
実

一
人
一
人
の
子
供
が
、
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学

び
」
を
通
し
て
、
「
確
か
な
学
力
」
を
確
実
に
身
に
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
温
か
な
人
間
関
係
の
形
成
や
学

び
合
う
学
習
集
団
づ
く
り
を
図
り
な
が
ら
、
よ
り
効
果
的

な
指
導
と
学
習
活
動
の
工
夫
・
改
善
に
努
め
る
。

研
修
の
充
実

１２

教
員
等
の
資
質
能
力
を
高
め
、
自
校
の
教
育
課
題
を
解

決
す
る
た
め
に
、
組
織
的
、
主
体
的
、
継
続
的
な
研
修
の

充
実
に
努
め
る
。

５

体
育
・
健
康
教
育
の
充
実

一
人
一
人
の
子
供
が
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
自
ら
進
ん
で

運
動
に
親
し
み
、
健
康
で
安
全
な
生
活
と
豊
か
な
ス
ポ
ー

ツ
ラ
イ
フ
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
家
庭
や
地
域
社

会
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
心
と
体
を
一
体
と
し
て
捉

え
、
健
や
か
な
体
の
育
成
に
努
め
る
。

７

キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実

一
人
一
人
の
子
供
が
、
学
ぶ
こ
と
と
自
己
の
将
来
と
の

つ
な
が
り
を
見
通
し
な
が
ら
、
社
会
的
・
職
業
的
自
立
が

で
き
る
よ
う
、
必
要
な
基
盤
と
な
る
資
質
・
能
力
の
育
成

に
努
め
る
。
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議案第４号 

 

 

五所川原市文化財保護審議会委員の委嘱について 

 

 

下記の者を五所川原市文化財保護審議会委員として委嘱したいので、教育委員会の同意

を求める。 

 

 

  令和２年１月２４日提出 

 

 

五所川原市教育委員会教育長  長 尾 孝 紀 

 

 

         記 

 

伊 藤 昭 雄 

伊 藤 一 弘 

岩 崎 繁 芳 

佐 藤 文 治 

白 川 雅 子 

成 田 義 正 

新 岡   巌 

半 澤   紀 

松 橋 淨 嗣 

山 口 信 保 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 五所川原市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成１７年３月２８日五所川原市

教育委員会規則第５号）第２条第１項第８号の規定により、五所川原市文化財保護審議会

委員の委嘱について、同意を求めるため提案するものである。 


